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巡回指導の総合評価に基づく取り扱いの変更について
 

国土交通省では、トラック事業における輸送の安全を確保するとともに、今後も事業の担い手

であるトラックドライバーが安心して働ける環境を形成・維持していくことを目的として、法令

遵守への意識が低く、悪質な法令違反が常態化していると認められる事業者に対し、これまで以

上に強力かつ重点的に改善を促すこととなりました。 

これに伴い、令和５年４月１日から、巡回指導の総合評価が「Ｄ」及び「Ｅ」の事業所につい

て、次のとおり取り扱うこととなりましたのでご承知おきください。 
 
１． 半年に１度の巡回指導を実施します。 

２． 次の①・②に該当する事業所については運輸支局へ報告を行い、監査・行政処分

の対象となります。 
 

① 巡回指導実施後３ヶ月以内に改善報告未提出及び全て未改善の事業所 

② 総合評価が３回続けて「Ｄ・Ｅ」の事業所 
 
なお、総合評価に関わらず、巡回指導において指摘事項があった場合には、速やかに改善をし

ていただき、巡回指導日から３ヶ月以内に改善結果報告書に挙証書類を添えて適正化実施機関に

報告していただきますようお願いいたします。 
 

 
 
不明な点は気軽に適正化指導員にお尋ね下さい。 
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